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五
霞
町
の
介
護
保
険
の
現
状
と

　
　
　
　
平
成
27
年
度
介
護
保
険
制
度
の
改
正
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
介
護
保
険
制
度
は
平
成

12
年
に
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

平
成
27
年
度
は
制
度
の
改

正
と
、
保
険
料
の
見
直
し

が
行
わ
れ
ま
す
。
現
在
の

五
霞
町
の
高
齢
化
の
状
況

や
、
介
護
保
険
の
状
況
に

つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
現
在
、
全
国
で
高
齢
化

が
進
む
中
、
五
霞
町
も
例

外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
表
１
参
照
）
ま
た
高
齢

者
数
が
増
加
す
る
に
伴
い
、

介
護
が
必
要
に
な
っ
た
人

（
要
介
護
認
定
者
）
は
、

今
後
も
増
加
し
て
い
く
と

予
測
さ
れ
ま
す
。
（
表
２

参
照
）

　
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、

介
護
に
必
要
な
費
用
で
あ

る
介
護
給
付
費
は
年
々
増

加
し
て
い
ま
す
。
（
表
３

参
照
）
こ
の
給
付
費
は
、

国
・
県
・
町
の
負
担
金

（
公
費
）
と
、
皆
様
に
納

め
て
い
た
だ
い
て
い
る
介

護
保
険
料
を
財
源
と
し
て

い
ま
す
。

　
介
護
保
険
制
度
が
平
成
27
年
４
月
か
ら
段
階
的

に
変
わ
り
ま
す
。
今
回
は
、
４
月
か
ら
改
正
に
な

る
も
の
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

◦
　
介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
す

　
平
成
27
年
度
は
介
護
保
険
料
が
見
直
さ
れ
ま
す
。

今
回
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
介
護
保
険
の
財
源
の

負
担
割
合
が
下
図
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　
保
険
料
は
所
得
に
応
じ
て
変
わ
り
ま
す
が
、
今

回
の
改
正
で
今
ま
で
の
７
段
階
か
ら
９
段
階
に
設

定
さ
れ
ま
す
。
詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
広
報
ご

か
４
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◦
　	

介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
）
の
入
所
基
準
が
変
わ
り
ま
す

　
新
規
入
所
は
原
則
と
し
て
、
要
介
護
３
以
上
の

方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
の
方
の
状

態
や
、
や
む
を
得
な
い
事
情
で
新
規
入
所
が
認
め

ら
れ
た
り
、
入
所
中
の
人
は
引
き
続
き
入
所
で
き

る
経
過
措
置
が
設
け
ら
れ
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

 

○
お
問
い
合
わ
せ

　
健
康
福
祉
課
　
高
齢
者
支
援
Ｇ
　
☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
） 65

40 64

10 1

26 12


